
（平成２５年７月１０日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認北海道地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 9 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 8 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

厚生年金関係 8 件



北海道国民年金 事案 2303 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 29年生 

住    所  ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間  ：  ① 昭和 49年 11月から 52年３月まで 

② 昭和 53年１月から同年３月まで 

私はＡ市に転入手続の際、市の職員に勧められ、国民年金の加入手続を行

い、国民年金保険料を納付していたと記憶している。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の同手

帳記号番号の被保険者加入状況調査及び保険料の納付状況調査により、昭和

54 年１月頃に払い出されたものと推認できることから、その時点で、申立

期間②の国民年金保険料は過年度納付が可能である。 

また、申立期間②の前後の期間は納付済みとなっており、３か月と短期間

である申立期間②についても過年度納付したと考えても不自然ではない。 

２ 申立期間①について、上記の払出時点で、申立期間①の大部分は、既に時

効により国民年金保険料を納付できない期間である。 

また、申立人は、保険料を一括で納付した記憶はあるものの、納付した金

額については覚えておらず、納付状況が不明である上、申立人に対し、別の

同手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらないなど、申立人が申立期間

①の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 53 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4652 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（Ｂ市）における厚生年金保険被

保険者資格喪失日に係る記録を昭和 40 年５月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を 39年６月から同年９月までは１万 8,000円、同年 10 月から 40年

４月までは２万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年６月 22日から 40年５月１日まで 

Ａ社には、昭和 34年 12月から平成 10年８月まで継続して勤務していた

が、年金記録を確認したところ、申立期間の厚生年金保険の加入記録が確認

できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ａ社から提出された申立人に係る従業員名簿及び

同僚の供述から判断すると、申立人は、申立期間について、Ａ社（Ｂ市）に継

続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記従業員名簿に記載されてい

る給与額及び昭和 39 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、同年６月

から同年９月までは１万 8,000円、同年 10月から 40年４月までは２万 2,000

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主



 

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4653 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（本社）における厚生年金保険被

保険者資格喪失日に係る記録を昭和 33 年３月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を１万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32年 12月 21日から 33年３月１日まで 

昭和 29年 10月１日から 36年２月 27日まで、Ａ社Ｂ支店に継続して勤務

していたが、申立期間の厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間当時の勤務状況に関する具体的な供述及び複数の同僚の

供述から判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ社Ｂ支店に継続して勤

務していたことが認められる。 

一方、事業所索引簿並びにＡ社（本社）及び同社Ｂ支店に係る健康保険厚生

年金保険事業所別被保険者名簿によると、同社Ｂ支店は、昭和 33 年３月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、同日に厚生年金保険被保険者資格

を取得している者が 15人確認できるところ、申立人と同様に、32年 12月 21

日に同社（本社）で同保険の被保険者資格を喪失している者が９人確認できる。 

また、上記同僚９人のうち、生存及び所在が確認できた３人（いずれも、申

立人が名前を挙げた同僚。）に照会し、全員から回答が得られたところ、その

うち二人は、「Ａ社Ｂ支店に採用された。申立期間当時、同社同支店に継続し

て勤務していた。」と供述しているとともに、このうち一人は、「申立期間当時、

給与計算及び社会保険事務は、Ａ社Ｂ支店で行われておらず、同社本社で行わ

れていた。これらの事務が同社Ｂ支店で行われるようになったのは、昭和 34



 

年に総務事務担当者が採用された以後のことである。」と具体的に供述してい

ることから判断すると、同社Ｂ支店が厚生年金保険の適用事業所となる以前は

同社同支店に勤務する者の厚生年金保険について、同社（本社）において加入

させていたものと推認できる。 

さらに、回答が得られた上記同僚３人は、いずれも「申立期間とその後の期

間とで業務内容等の変更は無かった。厚生年金保険料についても給与から継続

して控除されていたと思う。」と供述している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社（本社）にお

ける昭和 32年 11月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万円とすること

が妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は、同保険料を納付したか否か不明としており、このほ

かに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

、

 



 

北海道厚生年金 事案 4654 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

厚生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を昭和 37年 12月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を１万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和９年生 

住    所  ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年 11月 21日から同年 12月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る年金記録が確認できない

が、申立期間についても、同社に継続して勤務していた。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の勤務状況に関する具体的な供述及び同僚の供述から判断すると、申

立人は、申立期間について、Ａ社Ｄ支店に継続して勤務していたことが認めら

れる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社Ｄ支店は、昭和 37年 12月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、同日に厚生年金保険被保険者資格を取得

している者が 42人確認できるところ、申立人と同様に、同年 11 月 21日に同

社Ｃ支店で同保険の被保険者資格を喪失している者が 40人確認できる。 

また、上記同僚 40人のうち、生存及び所在が確認できた 23人に申立期間当

時の勤務状況について照会したところ、回答が得られた 20人のうち 17人は、

「申立期間以前からＡ社Ｄ支店で継続して勤務していた。」と供述しているこ

とから、Ａ社Ｄ支店が厚生年金保険の適用事業所となる以前は、同社同支店に

勤務する者の厚生年金保険については、同社Ｃ支店において加入させていたも

のと推認できる。 

さらに、Ａ社Ｄ支店に継続して勤務していたと供述する同僚 17 人のうち６



 

人は、「申立期間においては、給与から厚生年金保険料が控除されていたと思

う。」と供述している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社Ｃ支店におけ

る昭和 37年 10月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は、同保険料を納付したか否か不明としており、このほ

かに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4655 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

厚生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を昭和 37年 12月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を１万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

住    所  ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年 11月 21日から同年 12月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る年金記録が確認できない

が、申立期間についても、同社に継続して勤務していた。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び同僚の供述から判断すると、申立人は、申立期

間について、Ａ社Ｄ支店に継続して勤務していたことが認められる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社Ｄ支店は、昭和 37年 12月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、同日に厚生年金保険被保険者資格を取得

している者が 42人確認できるところ、申立人と同様に、同年 11 月 21日に同

社Ｃ支店で同保険の被保険者資格を喪失している者が 40人確認できる。 

また、上記同僚 40人のうち、生存及び所在が確認できた 23人に申立期間当

時の勤務状況について照会したところ、回答が得られた 20人のうち 17人は、

「申立期間以前からＡ社Ｄ支店で継続して勤務していた。」と供述しているこ

とから、Ａ社Ｄ支店が厚生年金保険の適用事業所となる以前は、同社同支店に

勤務する者の厚生年金保険については、同社Ｃ支店において加入させていたも

のと推認できる。 

さらに、Ａ社Ｄ支店に継続して勤務していたと供述する同僚 17 人のうち５

人は、「申立期間においては、給与から厚生年金保険料が控除されていたと思



 

う。」と供述している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社Ｃ支店におけ

る昭和 37年 10月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万円とすることが

妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は、同保険料を納付したか否か不明としており、このほ

かに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4656 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

厚生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を昭和 37年 12月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を１万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 13年生 

住    所  ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37年 11月 21日から同年 12月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る年金記録が確認できない

が、申立期間についても、同社に継続して勤務していた。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、Ｂ社の回答及び複数の同僚の供述から判断すると、

申立人は、申立期間について、Ａ社Ｄ支店に継続して勤務していたことが認め

られる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社Ｄ支店は、昭和 37年 12月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっており、同日に厚生年金保険被保険者資格を取得

している者が 42人確認できるところ、申立人と同様に、同年 11 月 21日に同

社Ｃ支店で同保険の被保険者資格を喪失している者が 40人確認できる。 

また、上記同僚 40人のうち、生存及び所在が確認できた 23人に申立期間当

時の勤務状況について照会したところ、回答が得られた 20人のうち 17人は、

「申立期間以前からＡ社Ｄ支店で継続して勤務していた。」と供述しているこ

とから、Ａ社Ｄ支店が厚生年金保険の適用事業所となる以前は、同社同支店に

勤務する者の厚生年金保険については、同社Ｃ支店において加入させていたも

のと推認できる。 

さらに、Ａ社Ｄ支店に継続して勤務していたと供述する同僚 17 人のうち６



 

人は、「申立期間においては、給与から厚生年金保険料が控除されていたと思

う。」と供述している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社Ｃ支店におけ

る昭和 37年 10月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 6,000円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は、同保険料を納付したか否か不明としており、このほ

かに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険

事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4657 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申

立期間①の標準賞与額に係る記録を 120万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の上記訂正後の標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行していないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められることから、申立期間②の標準賞与額に係る記録を

85万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の当該標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 21年５月 27日 

② 平成 22年５月 26日 

申立期間①は、Ａ社から支給された役員賞与について、事業主が社会保険

事務所（当時）に届出を行った賞与の金額に誤りがあることが判明した。 

また、申立期間②は、Ａ社から役員賞与が支給され、当該賞与から厚生年

金保険料を控除されたが、事業主が賞与の届出を年金事務所に行っていなか

った。 

両申立期間について、標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人が保管する賞与支給明細書及びＡ社から提出

された役員賞与支給内訳により､申立人は、申立期間①において、賞与の支

払を受け、その主張する標準賞与額（120 万円）に基づく厚生年金保険料を

事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい



 

ては、事業主は、申立人の申立期間①の賞与額を、誤って実際の支給額より

も低い金額で社会保険事務所（当時）に対して届け出たことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 

２ 申立期間②について、申立人が保管する賞与支給明細書及びＡ社から提出

された役員賞与支給内訳により､申立人は、申立期間②において、賞与の支

払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準賞与額については、上記賞与支給明細書等から確

認できる保険料控除額から、85万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立人の申立期間②に係る賞与の届出を年金事務所に対し

て行っておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認

めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4658 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、120万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の当該標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 22年５月 26日 

平成 22年５月 26日にＡ社から役員賞与が支給され、当該賞与から厚生年

金保険料を控除されたが、事業主が賞与の届出を年金事務所に行っていなか

った。 

申立期間について、標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された役員賞与支給内訳により､申立人は、申立期間に賞与の

支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記役員賞与支給内訳から確認で

きる保険料控除額から、120万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出を年金事務所に対して行っ

ておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めている

ことから、これを履行していないと認められる。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4659 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、85 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の当該標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 22年５月 26日 

平成 22年５月 26日にＡ社から役員賞与が支給され、当該賞与から厚生年

金保険料を控除されたが、事業主が賞与の届出を年金事務所に行っていなか

った。 

申立期間について、標準賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された役員賞与支給内訳により､申立人は、申立期間に賞与の

支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記役員賞与支給内訳から確認で

きる保険料控除額から、85万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出を年金事務所に対して行っ

ておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めている

ことから、これを履行していないと認められる。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4660 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 56年５月１日から 57年４月６日まで 

② 昭和 57年７月 10日から 58年３月 20日まで 

Ａ社で勤務していた申立期間①及び②における給与は、月額 20 万円であ

ったにもかかわらず、年金記録の標準報酬月額が、前者は 11万 8,000円、

後者は 11万円と低額の記録となっている。 

両申立期間について、標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社は、平成 21年 12月１日に厚生年金保険の適

用事業所でなくなっている上、事業主に照会したものの、回答を得られないこ

とから、申立人の申立期間①及び②に係る報酬月額及び厚生年金保険料控除額

について確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

また、申立期間当時、当該事業所の取締役で、経理事務を担当していたとす

る者は、｢当時、申立人はＡ社の社員として、農協の食堂に勤務していた。私

が社長をしていたグループ会社のＢ社及びＣ社では、冠婚葬祭に係る仕出しや

結婚式場などの業務を行っていたが、これらの業務は日常的に発生するもので

はないことからそのための要員を抱えておらず、業務が発生する都度、申立人

に手伝ってもらっており、それに係る手当については両社から申立人に対し支

払われていた。このため、申立人の月の収入は、Ａ社から支払われた給与額以

上の収入があったと思うが、当社では、社会保険事務所（当時）に対しては、

当社が負担した申立人の給与支給額に基づき標準報酬月額を届け出ており、そ

の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料しか控除していなかった。なお、Ｂ社

及びＣ社は、いずれも、役員はＡ社の役員が兼務し、正社員も抱えていなかっ

たので、厚生年金保険適用の届出は行っていなかった。｣と回答している。 



 

さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申

立期間①及び②に厚生年金保険の被保険者資格が確認できる同僚の標準報酬

月額を比較しても、申立人の標準報酬月額のみが低額であるという事情は見当

たらない上、申立人の標準報酬月額が遡及して訂正された形跡は認められない。 

このほか、申立期間①及び②について、申立人の主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①及び②について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4661(事案 3813及び 4279の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38年 10月１日から 39年４月１日まで 

② 昭和 39年７月１日から 47年５月１日まで 

申立期間について、社会保険事務所（当時）から脱退手当金を支給済みと

の回答を受けたが、脱退手当金を受け取った記憶が無いので、これまで２回

にわたり年金記録の訂正を第三者委員会に申し立てたものの、いずれも認め

られないとの通知を受けた。 

しかし、第三者委員会の通知には納得できないことから、今回は、申立期

間当時、脱退手当金を受給しなければならない状況ではなかったことを証明

するために、親から相続した土地の登記簿謄本等を提出するので、再度、調

査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人が勤務していたＡ社（現在は、

Ｂ社）に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿（以下「被保険者名

簿」という。）には、脱退手当金が支給されたことを意味する「脱」の表示が

記されているとともに、申立期間①及び②の脱退手当金は、支給額に計算上の

誤りは無い上、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から

約３か月後の昭和47年８月17日に支給決定されているなど一連の事務処理に

不自然さはうかがえないこと、ⅱ）申立人から聴取しても受給した記憶が無い

というほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当た

らないこと等を理由として、既に当委員会の決定に基づく平成 23 年５月 27

日付け及び 24 年３月２日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 

申立人は、今回の再申立てに当たり、申立期間当時は脱退手当金を受給する



 

理由が無かったとする主張を記載した陳述書及び相続財産があったので経済

的にも脱退手当金を受給する理由が無いことを証明する資料として土地登記

簿謄本等の写しを提出しているが、これらの資料から確認できる内容は、これ

までの調査において、申立人から既に聴取している内容であることから、これ

は当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに

当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらない。 

ところで、年金記録確認第三者委員会は、「年金記録に係る申立てに対する

あっせんに当たっての基本方針」（平成 19年７月 10日総務大臣決定）に基づ

き、公正な判断を示すこととしており、判断の基準は、「申立ての内容が、社

会通念に照らし『明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと』」とされて

いる。 

脱退手当金の申立事案は、年金の記録では脱退手当金が支給されたことにな

っているが、申立人は脱退手当金を受け取っていないというものである。脱退

手当金が支給される場合は、所定の書面等による手続が必要とされているが、

本事案では保存期間が経過してこれらの書面等は現存していない。それゆえ、

脱退手当金の支給を直接証明づけられる資料が無い下で、年金の記録の真実性

を疑わせるような記録内容の不自然な矛盾が存在しないか、脱退手当金を受け

取っていないことをうかがわせるような事情が無いかなどいわゆる周辺の事

情から考慮して判断をしなければならない事案である。 

本事案では、年金の記録の真実性を疑わせるような記録内容の不自然な矛盾

は見当たらず、申立てに係る事業所の被保険者名簿には脱退手当金が支給され

たことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間②に係る厚

生年金保険の被保険者資格を喪失してから約３か月後に支給決定がなされて

いることなど、むしろ脱退手当金が支給されていることをうかがわせる周辺事

情が存在する一方、申立人が脱退手当金を受け取っていないことをうかがわせ

る周辺事情が見当たらない。 

したがって、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと

認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4662（釧路厚生年金事案 392の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 25年３月から 27年 12月 12日まで 

② 昭和 28年２月 18日から同年８月４日まで 

③ 昭和 30年１月１日から同年７月１日まで 

④ 昭和 31年１月 30日から同年５月 20日まで 

⑤ 昭和 31年８月 26日から 35年８月１日まで 

⑥ 昭和 36年２月 11日から同年３月 18日まで 

⑦ 昭和 37年５月 31日から同年６月 30日まで 

昭和25年３月から35年７月末まで船舶所有者のＡ氏若しくは同人が経営

するＢ社に継続して勤務し、船員保険料も控除されていたが、勤務した期間

のうち、申立期間①から⑤までの船員保険の加入記録が確認できないこと、

また、船員手帳により、申立期間⑥についてはＣ社において、申立期間⑦に

ついては船舶所有者のＤ氏において、乗船していたことが確認できるにもか

かわらず、両申立期間の船員保険の加入記録が確認できないことから、全て

の申立期間について、船員保険の被保険者であったことを認めてほしいと申

し立てたが、年金記録確認釧路地方第三者委員会（当時）から認められない

との通知をもらった。 

今回の申立てに当たり、新たな資料は無いが、年金記録確認のキャンペー

ンのはがきが届いたので、再調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①、②、③、④及び⑤に係る申立てについては、ⅰ）社会保険事

務所（当時）の記録によると、申立て事業所である船舶所有者のＡ氏及び同

人が経営するＢ社は、申立期間①のうち、昭和 25 年３月から同年 12 月 19

日までの期間、申立期間②のうち、28 年５月２日から同年８月３日までの



 

期間、申立期間③、④及び⑤について、船員保険の適用事業所にはなってい

ないほか、申立期間①のうち、25年 12月 20日から 27年 12月 11日までの

期間及び申立期間②のうち、28年２月 18日から同年５月１日までの期間は、

申立人の船員手帳では乗船の確認ができないこと、ⅱ）船舶所有者のＡ氏及

びＢ社に係る船員保険の被保険者は 73 人おり、このうち申立人については

最も長い 25か月の加入記録があるため、加入期間が 20か月を超える同僚の

うち所在が判明した者に当時の状況を照会したところ、申立人が申立期間に

両方の事業所に所属していたことは推認できる一方、「当時、いずれの船舶

所有者も所有船は複数あり、私も最初は船員保険の適用とはならない 20 ト

ン未満の船に乗った。」との供述も得ていること、ⅲ）船員保険の加入記録

がある船舶所有者のＡ氏の親族は、「申立人は 10 年近く勤務していたのは

間違いない。しかし、船員保険がどのように掛けられていたかは分からず、

当時の資料も無いが、漁船は３隻あり、船員保険を掛けなくても良い小型の

船もあった。」と供述していることから、申立人は申立期間①から⑤までの

一部の期間において、船員保険法の被保険者に該当しない 20 トン未満の船

に乗っていたと考えるのが自然であること等を理由として、既に年金記録確

認釧路地方第三者委員会の決定に基づき、平成 22年 10月 20日付けで年金

記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

また、申立期間⑥に係る申立てについては、ⅰ）申立て事業所であるＣ社

の複数の同僚に照会したところ、「Ｅ漁船で申立人とは一緒だったが、期間

は不明。」との回答を得ているほか、「申立期間当時、会社から船員保険の

加入についての説明は無かった。」、「船員手帳の雇入、雇止の記録と船員

保険の加入記録は必ずしも一致していない。」との供述も得ていること、ⅱ）

Ｃ社に照会したところ、「当時の担当者は死亡しており、資料も保管されて

おらず、当時の状況は不明。」との回答も得ていること等を理由として、既

に年金記録確認釧路地方第三者委員会の決定に基づき、平成 22 年 10 月 20

日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

さらに、申立期間⑦に係る申立てについては、ⅰ）社会保険事務所の記録

によると、申立て事業所である船舶所有者のＤ氏は、昭和 36 年８月１日か

ら 37年 10月 31日までの期間に船員保険の適用事業所となっており、船員

保険被保険者名簿によると、被保険者は 63 人いるが、整理番号に欠番は無

く、申立人が一緒に乗船したという同僚の名前も確認できないこと、ⅱ）船

舶所有者のＤ氏に係る申立期間⑦における被保険者は 12 人いるが、全て死

亡しているか所在不明のため、当時の状況を確認することはできないこと、

ⅲ）船舶所有者について該当すると思われるＦ漁業協同組合に照会したとこ

ろ、「船舶所有者のＤ氏については記録が無い。」との回答を得ていること

等を理由として、既に年金記録確認釧路地方第三者委員会の決定に基づき、

平成 22年 10月 20日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ



 

れている。 

２ 今回の再申立てに当たり、申立人は、全ての申立期間について新たな資料

等を提出することなく、日本年金機構から、自身の年金記録の確認をお願い

するという内容のはがきが届いたので、再度調査してもらいたいと主張して

いるが、これは年金記録確認釧路地方第三者委員会の当初の決定を変更すべ

き新たな事情とは認められず、そのほかに当該委員会の当初の決定を変更す

べき新たな事情も見当たらないことから、申立人が船員保険被保険者として、

全ての申立期間に係る船員保険料を各事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4663(事案 1597及び 4327の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 27年５月１日から同年８月１日まで 

② 昭和 27年 10月 23日から 28年１月 20日まで 

③ 昭和 28年８月１日から同年９月 30日まで 

④ 昭和 30年９月５日から 32年３月１日まで 

⑤ 昭和 32年 10月１日から 35年１月１日まで 

私は脱退手当金を受給していないので、年金記録を訂正してほしいと第三

者委員会に２度申し立てたが、年金記録の訂正は不要との文書をもらった。

その第三者委員会の判断の理由の一つに、「脱退手当金を受給したため新し

い厚生年金番号が出されたものと考えるのが自然である。」となっている。

しかし、新しい厚生年金番号が出されたのは、昭和 36 年春に、Ａ市からＢ

市に転居した時、厚生年金保険被保険者証を入れたダンボールが未着となり

紛失したためであり、38年 11月にＢ市の会社に就職する際、その事情を会

社の担当者に話したところ、「新しくできた被保険者証と前の被保険者証は

社会保険事務所（当時）で一緒にしてくれるから心配いらない。」と言われ

たことを覚えているので、会社の当時の担当者に照会し、記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ)申立期間の脱退手当金は、支給額に

計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者資格を喪失した

日から約３か月後の昭和 35 年４月４日に支給決定されているほか、厚生年金

保険被保険者台帳には、脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等

を、厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録されて

いるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえないこと、ⅱ）申立人の厚生



 

年金保険被保険者記号番号は、申立期間である５回の被保険者期間は同一の記

号番号で管理されているにもかかわらず、申立期間後の被保険者期間は別の記

号番号となっており、脱退手当金を受給したために記号番号が異なっているも

のと考えるのが自然であること、ⅲ）申立人の脱退手当金は同年４月４日に支

給決定されているが、当時は通算年金制度創設前であり、申立人が脱退手当金

を受給することに不自然さはうかがえないこと等を理由として、既に当委員会

の決定に基づき、平成 21年 12月 25日付けで年金記録の訂正は必要でないと

する通知が行われている。 

その後、申立人は、当委員会から、脱退手当金の支給対象となる昭和 32 年

３月１日から同年 10 月１日までの期間について、厚生年金保険の加入期間と

認められたので、脱退手当金についても再度調査をしてほしいと再申立てを行

なっているが、脱退手当金が支給された当時、当該期間は厚生年金保険に加入

していない期間と記録されており、この記録に基づき進められた事務処理には

不自然さがうかがえず、申立人の主張は、当委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情とは認められないことから、既に当委員会の決定に基づき、平成

24 年６月１日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、今回の再申立てに当たり、「申立期間後に厚生年金保険の資格を

取得した際に被保険者記号番号が新しくなったのは、昭和 36 年春に、Ａ市か

らＢ市に転居した時に厚生年金保険被保険者証を入れたダンボールが未着と

なり紛失したためであり、38年 11月にＢ市で就職する際の会社の担当者にそ

の事情を話したところ、『新しくできた被保険者証と前の被保険者証は社会保

険事務所で一緒にしてくれるから心配いらない。』と言われたことを覚えてい

るので、当時の担当者に照会してほしい。」としており、当該担当者に照会し

たものの、高齢のため証言を得ることができなかったことから、これは、当委

員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに当委員

会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらない。 

ところで、年金記録確認第三者委員会は、「年金記録に係る申立てに対する

あっせんに当たっての基本方針」（平成 19年７月 10日総務大臣決定）に基づ

き、公正な判断を示すこととしており、その判断の基準は、「申立ての内容が

社会通念に照らし『明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと』」とされ

ている。 

脱退手当金の申立事案は、年金の記録では脱退手当金が支給されたことにな

っているが、申立人は脱退手当金を受け取っていないというものである。脱退

手当金が支給される場合は、所定の書面等による手続が必要とされているが、

本事案では保存期間が経過してこれらの書面等が現存していない。それゆえ、

脱退手当金の支給を直接証明づけられる資料が無い下で、年金の記録の真実性

を疑わせるような記録内容の不自然な矛盾が存しないか、脱退手当金を受け取

っていないことをうかがわせるような事情が無いかなどいわゆる周辺の事情



 

から考慮して判断をしなければならない事案である。 

本事案では、年金の記録の真実性を疑わせるような記録内容の不自然な矛盾

は見当たらず、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無いこと、

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の算定のために必要とな

る標準報酬月額等を、厚生省から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記

録されていることなど、むしろ脱退手当金が支給されていることをうかがわせ

る周辺事情が存在する一方、申立人が脱退手当金を受け取っていないことをう

かがわせる周辺事情が見当たらない。 

したがって、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと

認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4664 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年５月１日から 38年４月１日まで 

② 昭和 38年４月１日から同年６月１日まで 

申立期間①は、Ａ局に臨時雇用員として、申立期間②は、同局Ｂ所に試用

員として勤務したが、両申立期間の厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

私が提出した履歴カードには、退職手当起算日が昭和 37 年５月１日と記

載されており、勤務していたのは間違いないので、申立期間①及び②につい

て、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された履歴カード及びＣ法人の回答から判断すると、申立人

は申立期間①及び②において、Ａ局の臨時雇用員及び試用員として勤務してい

たことは認められる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ局は、昭和 38年 10月１日に厚

生年金保険の適用事業所になっていることから、申立期間①及び②当時は、同

保険の適用事業所でなかったことが確認できる。 

また、Ｃ法人は、「Ｄ公共企業体が、事務処理規程に基づき、臨時雇用員及

び試用員に係る厚生年金保険の加入を制度化したのは、昭和 38年 10月１日か

らであり、厚生年金保険に加入する以前に同保険料を給与から控除することは

ない。」と回答している。 

さらに、申立人は、当時の上司の名前を挙げているが、姓のみの記憶であり

個人の特定ができない上、当時の同僚への照会を希望していないことから、こ

れらの者に申立人の両申立期間における厚生年金保険の適用状況等を確認す

ることができない。 

このほか、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について確認



 

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4665（函館厚生年金事案 54及び 163の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33年４月１日から 35年３月 25日まで 

Ａ社に昭和 33年４月１日から 37年３月 31 日まで勤務していたが、厚生

年金保険の被保険者資格取得日は 35年３月 25日となっている。申立期間に

ついて、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしいと２度申し立

てたが、年金記録の訂正は不要との文書をもらった。33 年４月１日から正

社員として勤務していたことは間違いないので、当時の同僚に照会し、申立

期間について、厚生年金保険被保険者期間として年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人の勤務内容についての詳細な供述

及び申立人と一緒に勤務していた同僚の供述から、勤務の始期は特定できない

ものの、申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたことは推認できるが、

ⅰ）当該事業所は、当時の関連資料を既に廃棄処分したため、申立人の勤務実

態及び厚生年金保険料の控除について確認できないこと、ⅱ）申立人及び同僚

の供述から、申立期間当時、当該事業所の従業員数は約 45 人であったことが

うかがえるところ、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以

下「被保険者名簿」という。）で確認できる被保険者数は約 19人であることか

ら判断すると、当時、事業主は一部の従業員のみ厚生年金保険に加入させてい

たと推認できること、ⅲ）当該事業所に係る被保険者名簿を確認したところ、

申立人の資格取得日は昭和 35年３月 25日、資格喪失日は 37年４月１日と記

録されており、当該記録以外に申立人の氏名が見当たらず、整理番号に欠番は

無いこと、ⅳ）申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は所持していない

ことなどを理由として、既に年金記録確認函館地方第三者委員会（当時）の決



 

定に基づき、平成 20 年 12月 17日付けで年金記録の訂正は必要でないとする

通知が行われている。 

その後、申立人は、申立人自身が当該事業所で携わった温泉施設「Ｂ温泉旅

館」の建築確認申請書類及び申立期間当時の申立人に係る税情報の調査をして

ほしいと再申立てを行っているが、ⅰ）Ｃ局は、「昭和 34年当時、Ｄ局へ温泉

施設の建築確認申請を提出する取扱いだったか否か確認できないが、保存年限

の関係から申立期間当時の書類は保存されていない。」と回答し、「Ｂ温泉旅館

開業に関し保存されている温泉利用許可申請関係書類を調べたところ、昭和

35 年＊月＊日付けで温泉の利用を許可していることは確認できたが、申請書

に記載されている内容は、場所及び利用目的等であり、申立人の氏名は記載さ

れていない。」と回答していること、ⅱ）申立期間に係る税情報についてＥ町

は、「税情報の保存は 10年であることから、申立期間当時の情報は確認できな

い。」と回答していること、ⅲ）申立人から新たに氏名が挙がった同僚二人に

照会したが、当該事業所に係る被保険者名簿において申立期間に厚生年金保険

の被保険者記録が確認できる一人は、「Ａ社では、健康保険及び厚生年金保険

は希望すれば加入させてくれた。」と供述しており、当該被保険者名簿におい

て厚生年金保険の被保険者記録が確認できない一人は、「若い頃は、厚生年金

保険の加入のことは気にしていなかったので分からない。私が当該事業所で勤

務した時、申立人はいなかった。」と供述していることから、申立人の勤務期

間を特定することができない上、申立人の申立期間における厚生年金保険料の

控除についても確認することはできないことなどを理由として、既に年金記録

確認函館地方第三者委員会の決定に基づき、平成 22 年８月５日付けで年金記

録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、当時の同僚一人の名前を挙げて照会し

てほしいと述べているが、当該同僚は当初の申立てにおいて既に照会し、回答

を得ていることから、申立人の主張は、年金記録確認函館地方第三者委員会の

当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに当該委員会の

当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人が厚生年

金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4666（事案 3399の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 10年生 

住    所  ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 27年７月１日から同年８月１日まで 

Ａ事業所における厚生年金保険の被保険者資格取得日が昭和 27 年８月１

日となっていたため、これを同年７月１日に訂正してほしいと申し立てたが、

第三者委員会から年金記録の訂正は認められないとの通知をもらった。 

今回、当該事業所に勤務していた当時の知人４人の連絡先が判明した。 

また、昭和 27 年７月１日付けの厚生年金保険被保険者証をもらった記憶

がある。再調査の上、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ｂ局から提出された人事記録カード及び

申立人の履歴書並びに複数の同僚の供述から、申立人は申立期間において、Ａ

事業所に非常勤労務者（事務）として勤務していたことは認められるが、ⅰ）

事業所名簿及びＡ事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿

（以下「被保険者名簿」という。）によると、当該事業所は、昭和 27年８月１

日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所でな

かったことが確認できること、ⅱ）Ｂ局は、「Ａ事業所が厚生年金保険の適用

事業所に該当する前に非常勤職員を同保険に加入させることはなく、給与から

厚生年金保険料も控除していない。」と回答していること、ⅲ）申立人が名前

を挙げた申立期間当時の同僚８人のうち、生存及び所在が確認できた者二人に

照会したものの、いずれも申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を給与から

控除されていたことが確認できる供述を得ることができなかった上、申立人が、

社会保険関係の事務を担当していたとする別の同僚については、被保険者名簿

及びオンライン記録において個人を特定することができず、供述を得ることが



 

できなかったこと、ⅳ）被保険者名簿により、当該事業所が厚生年金保険の適

用事業所となった昭和 27 年８月１日に被保険者資格を取得していることが確

認できる 17人（申立人及び上記同僚のうち一人を除く。）のうち、唯一生存及

び所在が確認できた者に照会したものの、申立人が申立期間に係る厚生年金保

険料を給与から控除されていたことをうかがわせる具体的な供述を得ること

ができなかったこと等を理由として、既に当委員会の決定に基づき、平成 23

年２月 18日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、申立期間に当該事業所に勤務していた

当時の知人４人の名前を挙げているが、申立人の申立期間の勤務については、

当初の申立てにおいて既に認められている上、当該４人のうち１人は高齢のた

め聴取することができなかったが、残り３人は、いずれも「申立人の申立期間

に係る厚生年金保険料の控除については分からない。」と供述している。 

また、申立人は、「昭和 27年７月１日付けの厚生年金保険被保険者証をもら

った記憶がある。」としているが、上記３人からは、申立人が申立期間におい

て厚生年金保険に加入していたことをうかがわせる供述及び資料は得られな

かった。 

そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



 

北海道厚生年金 事案 4667 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 36年７月１日から 39年 12月１日まで 

申立期間は、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に勤務し、出来高払制の外務員

として営業に従事していたが、厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申

立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｃ支店の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿（以下「被保険者

名簿」という。）により、申立期間に厚生年金保険の被保険者であったことが

確認できる複数の者の供述から判断すると、勤務期間の特定はできないものの、

申立人は、同社同支店に営業に従事する外務員として勤務していたことは推認

できる。 

しかしながら、Ｂ社は、「関係資料が無く、申立期間当時の状況は不明であ

る。」と回答しており、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険

の適用状況について確認することができない。 

また、当該事業所の被保険者名簿によると、申立人が当該事業所で一緒に勤

務していたとする同僚４人のうち、申立人が上司であったとする者については、

当該事業所で厚生年金保険の被保険者であったことは確認できるものの、同人

は既に死亡している上、申立人が自身と同様に外務員であったとする者３人に

ついては、当該事業所で同保険の被保険者であった形跡が無く、個人を特定す

ることができないことから、これらの者から申立人の申立ての事実を裏付ける

供述を得ることができない。 

さらに、当該事業所の被保険者名簿により、申立期間に当該事業所において

厚生年金保険の被保険者であったことが確認でき、かつ、生存及び所在が確認



 

できた者 23人に照会したところ、回答が得られた 17人は、いずれも正社員で

あったと供述しており、外務員でありながら同保険に加入していた者は確認で

きない上、このうち一人は、「歩合給制の外務員は正社員ではなかったので、

厚生年金保険には加入させていなかったと思う。」と供述しているほか、他の

一人は、「外務員は個人事業主扱いであったため、収入の申告や年金の支払は

自己責任であったと記憶している。」と供述している。 

加えて、オンライン記録によると、申立人は、申立期間を含む昭和 35年 10

月から 39年 11月まで国民年金に加入するとともに、国民年金の保険料徴収が

開始された 36年４月から 39年 11月までの期間について、その保険料を全て

納付していることが確認できる。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 




